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夏の県民交通安全運動の実施＆改正道交法(あおり運転)の施行件 名

vol.8

6月30日から、改正道交法が施行されました！

自転車のあおり運転(他の車両の通行を妨げる目的で、逆走して進路を塞
ぐ、ベルを執拗に鳴らす等７行為)も改正道交法施行令で「妨害運転」として規
定され、３年間に２回した違反した１４歳以上の者は、安全講習が義務付けら
れ、受講しないと５万円以下の罰金が科せられます。
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